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Ⅰ はじめに

民事訴訟において、証明責任は権利の発生・変更・消滅を主張する者が負

うというのが、伝統的な証明責任分配の原則である。すなわち、ローマ法以

来、「各当事者は自己の主張を立証することを必要とし、証明責任は主張者

にあってその主張を否定する者にはない」とされている。しかし、いわゆる

現代型訴訟と呼ばれる特殊な背景をもった訴訟（公害訴訟、環境訴訟、医療

過誤訴訟、製造物責任訴訟等）の増加にともない、従来通りの証明責任の分

配原則では不都合が生じるケースが増加してきている。

一般的にこれらの現代型訴訟では、原告となる者（公害訴訟における周辺
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住民、医療過誤訴訟における患者等）にとって訴訟活動は困難なものとなる1。

すなわち、現代型訴訟は不法行為訴訟の形態をとる場合が多いため、証明責

任は原告が負うことになり、原告は専門知識が乏しいにもかかわらず、被告

（公害訴訟における加害企業、医療過誤訴訟における医師・病院等）の過失

を証明しなければならない。また、証拠は被告側に偏在していることが多い

ため、原告はいっそう不利な立場に置かれることになる。

そのような現代型訴訟における証明困難を軽減するための理論として、証

明責任を負わない当事者にも一定の要件の下で情報・証拠を開示させる（主

張・立証させる）事案解明義務論が登場して久しい。事案解明義務をめぐっ

ては、すでに多くの論稿2が存在している。このように、学説においては事

案解明義務論はおおむね好意的に捉えられているが、判例においては、いま

だ明確に事案解明義務を適用したとされるものはない。後述する原発訴訟等

において、事案解明義務が適用されたと解されるものもあるが、なお評価は

分かれている状況である。

従来、事案解明義務は、証拠偏在型の証明困難な訴訟において、証明負担

を軽減する理論として注目されてきた。しかしながら、証拠偏在型に限定さ

れるのか、あるいは一般的な事例においても適用可能なのか、その適用範囲・

射程の問題は論者によって様々である。

本稿の目的は、そもそもなぜ事案解明義務が必要とされるようになったか

確認するために、いま一度ドイツの議論に立ち返り、ドイツでの事案解明義

務の議論とは何であったのか確認し、わが国における事案解明義務の適用範

囲・射程について検討することである。

次章以下では、まず議論の前提としてドイツおよびわが国における証明責

任分配論の現状と課題について概観したうえで、ドイツにおける事案解明義

務をめぐる議論状況を確認し、わが国における事案解明義務の適用範囲・射

程について検討を試みる。
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Ⅱ ドイツおよびわが国における証明責任分配論の現状と課題

議論の前提として、ドイツおよびわが国の証明責任についての議論の変遷

を辿り、ローゼンベルク（Rosenberg）の規範説から現在に至るまでの流れ

を概観する3。そして、事案解明義務論が生成されるに至った経緯を確認す

る。

1 ドイツにおける証明責任分配論の展開

⑴ 規範説

証明責任の分配について、現在における通説は、「各当事者は自己の主張

を立証することを必要とし、証明責任は主張者にあってその主張を否定する

者にはない」というローマ法以来の原則に基づいてローゼンベルクが提唱し

た規範説4である。規範説の内容は、①要件事実について真偽不明の場合に

法規は適用されない（法規不適用の原則）、②当事者は自己に有利な法規に

ついて真偽不明の場合に、その法規が適用されない不利益を受ける（当事者

は自己に有利な法規の要件事実について証明責任を負う）、③実体法の規定

は、権利根拠規定、権利障害規定、権利滅却規定に分類することができるか

ら、権利根拠規定についてはある権利を主張する当事者が、権利障害規定と

権利滅却規定については相手方当事者が、それぞれ要件事実の証明責任を負

う、④証明責任の分配は、実体法の規定に基づいてのみなされるものであり、

裁判官による実質的考慮を介在させてはならない、というものである。

権利根拠規定については原告に、権利障害および権利消滅規定については

被告にと双方当事者に分配することは、武器対等の原則、敗訴の危険の同等

分配あるいは機会均等原則を産みだす。かかる証明責任の分配は衡平の思想

や配分的正義の思想からも正当化される。
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⑵ 危険領域説

規範説とは全く異なる基準によって証明責任を分配する原理として、プレ

ルス（Prölss）による危険領域説5がある。危険領域説は、損害の原因が加害

者の支配する危険領域から発した場合、被害者は証明困難な状況にあり、他

方で加害者は事実関係を解明できる立場にあるため、加害者に証明責任を負

わせるべきとする見解である。危険領域説は、製造物責任訴訟などの証拠偏

在型の事例において有効性を発揮するが、「危険領域」という概念が曖昧す

ぎるため、証明責任の分配基準に適さないし、実体法上の根拠も乏しいとい

う批判がなされている。

⑶ 規範説に対する批判

規範説に対しては、以下のような批判がなされている。まず、ライポルド

（Leipold）によれば、真偽不明のときに当然に法規不適用となるわけでは

なく、何らかの考慮によって法規の不適用または適用が決定されるわけであ

るから、法規不適用の原則は採りえない6という。

ライポルドは、裁判官がある要証事実につき存在・不存在を確信できない

場合には、事実関係を確定することができないはずであるから、法規の適用

も不適用もできないはずであることを明らかにした。真偽不明の場合の裁判

を可能にするには何か特別の法規範が必要であり、それが証明責任規範であ

るという。この証明責任規範は、真偽不明であることを要件としており、証

明責任規範の存在により法規の構成要件の存在が争われている場合でも、そ

の要件は充足されたものとして擬制される。

このライポルドの見解は、以降の論者の支持を得ることとなった。そのた

め、ライポルド以降のドイツの証明責任論は、真偽不明の場合は裁判官によ

る裁判を可能にするための理論的手段が必要であるという点で共通認識を有

している。
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次にシュワープ（Schwab）は、規範説を基本的には支持しつつ、ライポ

ルドらの規範説批判をふまえ、規範説の修復を試みている7。シュワープは、

ローゼンベルクが真偽不明の場合になぜ法規不適用という結論を出す権限が

裁判官に与えられているのか明確にしていないと指摘する。シュワープはこ

の点について規範説の修復を試みており、修復の方向性として、ZPO286条

の自由心証主義の中に真偽不明克服の手がかりを求めるか、または真偽不明

を裁判官が事実の不存在を確信している場合と同様に取り扱うべきとする規

範を想定するかのいずれかであるとする。シュワープは、ローゼンベルクは

そのうちの後者を指向していたとする。シュワープは、その規範を「操作規

則（Operationsregel）」と名付けた。

そして、ライポルドの規範説批判によって端を発したドイツの証明責任論

争は、プリュッティンク（Prütting）によって一応の総括がなされた8。プリュッ

ティンクは、証明責任は民法に規定された不利益の当事者への内容的分配で

あるという考えを基礎として、証明責任分配の問題と、真偽不明の場合に裁

判官の裁判を可能にする方法論的手段の問題とを明確に区別する。裁判官は、

訴え提起があった場合に実体法規を具体的事実に適用することを職務上強制

されているわけであるから、そのことは事実が真偽不明の場合でも変わりは

ないという。そうすると、裁判官は事実が真偽不明であっても、どちらかに

擬制することが必要になる。こうした強制は自由心証主義から生ずるのでは

なく、裁判官は真偽不明の場合でも裁判を行わなければならないという裁判

拒否の禁止から生ずるとする。プリュッティンクによれば、この問題は証明

責任をどちらの当事者に分配するかという問題とは無関係であり、法的性質

を有しない「操作規則」によって真偽不明の克服が可能になるという。

⑷ 証明責任分配基準についての議論

規範説による証明責任分配の基準は、請求者が権利を根拠づける構成要件
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につき、請求の相手方は権利を障害・妨害させる構成要件および権利を消滅

させる構成要件についてそれぞれ証明責任を負う、というものである。この

分配基準は、何人も自己に有利な法規の諸要件について証明責任を負う、と

いうローマ法以来の伝統的テーゼに基づいている。しかし、規範説による分

配基準に対しては、権利根拠規定と、権利障害規定・権利消滅規定との明確

な区別は不可能であるといった批判がなされている。

規範説の証明責任分配を批判して、新たな証明責任分配論を提唱する論者

としてライネッケ（Reinecke）とヴァーレンドルフ（Wahrendorf）がいる。

まずライネッケは、実定法の規定中に明示的な証明責任規範や法律上の推定

規定があるかどうかで証明責任分配を決定するが、裁判官は実質的合理的理

由があれば、証明責任の転換を行うことができるとする9。

ヴァーレンドルフは、判例の分析を通じて、もはや規範説は実効性を失っ

ていると指摘し、判例は証明責任分配について実質的正義の考量を用いてい

ることを明らかにしようと試みた10。すなわち、ヴァーレンドルフが判例か

ら導き出した基準とは、蓋然性原則、保護原則、保証原則、信頼原則、責任

連帯原則、制裁原則、社会的危険分配原則という七原則である。これらのう

ち、特に蓋然性原則と保護原則を最も重要な基準としている。

また、判例の立場としては、規範説を維持しながらも、実質的に裁判官の

裁量によって証明責任分配がなされている事例がみられる。すなわち、医療

過誤訴訟の事例において「証明責任の転換にまで至る証明軽減」を認めたり、

医師が重過失による治療ミスを犯した場合は、因果関係についての証明責任

の転換が認められている11。このように、判例は、証明困難な事例において

証明責任の転換を行っている。

⑸ 証明困難への対応策－事案解明義務論の登場－

以上のように、ドイツにおける証明責任分配論は、ライポルドによる規範
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説批判に端を発して、プレルスの危険領域説や、ライネッケやヴァーレンド

ルフによる新たな証明責任分配基準が提唱されるという展開となった。これ

らの議論の背景には、医療過誤訴訟をはじめとする、いわゆる現代型訴訟の

増加により、従来の規範説による証明責任分配では不都合が生じるように

なってきたからである。すなわち、規範説の下では、被害者が加害者の過失

等について証明責任を負うことになるが、現代型訴訟では、例えば医療過誤

訴訟であれば患者対医師・病院、製造物責任訴訟であれば消費者対企業とい

うように、当事者間で証拠収集能力の格差と、著しい証拠の偏在が生じる。

このような状況下では、原告は手も足も出せずに証明責任の原則により敗訴

してしまうことになる。

そこで、規範説とは異なる証明責任分配原則を唱える理論が登場してきた

わけであるが、規範説の通説的地位を覆すまでには至らなかった。そのため、

証明責任分配をめぐる議論は、規範説に代わる証明責任分配の基準を創出し

ようとする方向から、しだいに規範説の枠内で調整を試みる方向へと移行し

ていった。すわわち、規範説に基づく証明責任分配を維持したうえで、証明

困難の軽減を図ろうというものである。そのような状況下で登場してきた理

論が、シュテュルナー（Stürner）の事案解明義務論である。

シュテュルナーの提唱する事案解明義務論の概要については、以下の通り

である12。事案解明義務は、特定の条文に拠らない一般的な法理である。た

だし、シュテュルナーは一般的事案解明義務を、ZPO の法文中に存在する

当事者の協力義務の規定（ZPO138条1項〔真実義務・完全義務〕13・2項〔陳

述義務〕14、同372条 a〔血統確定の検査〕15、同422条および同423条〔文書

提出義務〕16等）から、類推によって導き出している。

事案解明義務の根拠としては、連邦共和国基本法の保障する真実発見によ

る個人の権利保護が挙げられている。次に、証明責任を負わない当事者に事

案解明義務を課すための要件は、証明責任を負う当事者が自己の主張につい
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て具体化（Substantiierung）することであるとされる。すなわち、証明責

任を負う当事者が相手方に事案解明を求めるならば、まず自己の権利主張が

納得しうるものであることを示し、自己の権利主張に合理的な基礎があるこ

とを明らかにする手がかり（Anhaltspunkt）を示さなければならない。そ

して、事案解明義務の効果は、証明責任を負わない当事者が事実関係の解明

への協力を拒否した場合（事案解明義務違反の場合）の効果である。シュテュ

ルナーは、解明義務の違反者にとって不利な事実の真実擬制を、義務違反の

効果とする。ただし、その擬制は反証によって覆すことが可能である。

以上のように、ドイツにおける証明責任分配をめぐる議論は、規範説によ

る証明責任分配原則そのものの是非を問う方向から、規範説の枠内で調整を

図る方向へと移行していくこととなった。なお、シュテュルナーの事案解明

義務論については、Ⅲ章で詳述する。

2 わが国における証明責任分配論の展開

ここでは、わが国における証明責任分配論の展開について確認しておく。

⑴ 法律要件分類説

ローゼンベルクの規範説を、日本法に採りいれたものが法律要件分類説で

ある17。法律要件分類説は、法規不適用原則を認め、権利根拠規定、権利障

害規定、権利消滅規定の三分法を用いるという点で規範説と類似している。

しかし、規範説の要件の一つである「裁判官の実質的考慮の排除」は受け継

いでいない。法律要件分類説は、裁判官が事案に応じて証明責任の分配につ

いて実質的考慮を入れることを認めており、この点が規範説と異なる。すな

わち、権利根拠規定、権利障害規定、権利滅却規定の区別については、当事

者間の公平や紛争の迅速な解決等の実質的考慮を入れてもよいとしている。
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⑵ 法律要件分類説に対する批判

法律要件分類説に対しては、次のような批判がなされている。まず、ドイ

ツにおける規範説批判と同様に、法規不適用の原則に対する批判と、権利根

拠規定と権利障害規定・権利消滅規定との区別が実体法の規定において明確

にできるのかという批判18である。そして、わが国の民法の規定は証明責任

の分配についての配慮が明確にはなされていないという批判19である。すな

わち、民法の規定がそのような状態である以上、規定の構造に依拠して証明

責任の分配を定めることは不可能ないし不適切であるという。

⑶ 利益考量説

法律要件分類説に対する批判の中から形成されてきた見解が、利益考量説

である。利益考量説は、権利根拠規定、権利障害規定、権利消滅規定という

三分法を用いることなく、証拠との距離（証拠に近い方に証明責任を課す）、

立証の難易（立証の容易な方に証明責任を課す）、蓋然性（蓋然性の低い事

実を主張する者に証明責任を課す）を考慮して、証明責任の分配を決めると

する見解20である。

⑷ 修正された法律要件分類説

権利根拠規定、権利障害規定、権利消滅規定という三分法は維持するが、

どの要件がこれらの規定のうちどれに該当するかは、実体法の趣旨や実体法

に基づく価値判断などの実質的な考慮に基づいて決定されるとする見解であ

る。その実質的判断に際しては、実体法の趣旨と、実体法に基づく価値判断

を主たる基準とし、証拠との距離や立証の難易といった当事者間の公平の観

点は基準としない立場21と、実体法上の考慮と当事者間の公平の観点の双方

を基準とする立場22がある。
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⑸ 証明困難への対応策－事案解明義務論の登場－

わが国における証明責任論争も、通説たる法律要件分類説に対する批判か

ら始まったわけであるが、結果的には法律要件分類説が維持されたといって

よい。そして、証明責任分配の問題についても、法律要件分類説に基づく証

明責任分配を崩すことなく、法律要件分類説の枠内で調整する方向へと移行

していった。その背景としては、ドイツと同じく、現代型訴訟の増加によっ

て、従来の証明責任分配原則を貫徹したのでは、当事者間の情報・証拠収集

能力の格差および証拠の偏在により、著しい不公平が生じてしまうケースが

現れてきたためである。

そのような状況の中で、春日教授によってシュテュルナーの事案解明義務

理論が日本法に応用された。春日教授による事案解明義務理論の概要は以下

の通りである23。まず事案解明義務の根拠としては、真実発見の要請、およ

び当事者間の武器平等をもたらし手続権の実質的保障を確保することとされ

る。

次に、事案解明義務の要件は、①相手方に事案解明を求める当事者が自己

の権利主張について合理的な基礎のあることを明らかにする手がかりを示す

こと、②この当事者が客観的に事案解明をなしえない状況（事実関係からの

隔絶）にあり、かつ③事案解明できないことにつき非難可能性がないこと、

④相手方が事案解明を容易にでき、事案解明の期待可能性があること、とい

う四点である。そして、事案解明義務の効果（事案解明義務違反の場合の効

果）は、義務違反者に不利な事実の擬制がなされる。ただし、違反者たる相

手方は他の事実・証拠を陳述・提出することにより反駁する余地が認められ

ている。

なお、事案解明義務は適用範囲が限定されるわけではないが、特に証拠偏

在型の事例において有効性を発揮する。例えば、原発訴訟であれば被告行政

庁側に資料の提出義務を課したり、医療過誤訴訟であれば医師側に情報・証
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拠（カルテ等）の開示を求めることが可能となる。

以上のように、事案解明義務は、原則通りの証明責任分配では不都合が生

じる場合の対応策として注目されている。

Ⅲ ドイツにおける事案解明義務理論の展開

ここでは、ドイツにおける事案解明義務論がどのように展開されてきたの

か、事案解明義務の提唱者であるシュテュルナーの議論を中心に確認してお

く。

1 法定の事案解明義務

⑴ 法定の事案解明義務の内容

シュテュルナーの提唱する事案解明義務は、特定の条文に拠らない一般的

な法理である。ただし、シュテュルナーはその一般的事案解明義務を、ZPO

の法文中に存在する当事者の協力義務の規定（ZPO138条1項〔真実義務・

完全義務〕・2項〔陳述義務〕、同372条 a〔血統確定の検査〕、同422条およ

び同423条〔文書提出義務〕等）から、類推によって導き出している。シュ

テュルナーは、これらの規定を法律によって定められた事案解明義務である

と位置づけており、独自の解釈を行っている。ここでは、シュテュルナーが

法定の事案解明義務と位置づけている各規定をみていくことにする。

まず、ZPO138条1項は、当事者は「完全かつ真実にかなって」事実の陳

述をしなければならないと規定している。シュテュルナーは、本項を一般的

事案解明義務を導き出すための最も根本的な条文と位置づけている24。すな

わち、本項における完全義務（完全な事実陳述を行う義務）を突き詰めると、

各当事者は自己に有利な事実のみならず、相手方に有利な事実も主張しなけ

ればならないことになる。シュテュルナーは、この完全義務を、事実関係の
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解明に際しての当事者の協力義務として捉えているのである。具体的には、

証明責任を負う当事者は自己の認識の範囲内にある事実・証拠を提出するが、

認識しうる事実・証拠が尽きた場合には、相手方当事者に事案解明義務が生

じ、相手方当事者は自己の認識の範囲内で事実関係を解明しなければならな

いことになる。以上のように、シュテュルナーは、本項を一般的事案解明義

務と法定の事案解明義務との連結点と捉えている。

続いて、ZPO138条2項は、「各当事者は相手方によって主張された事実に

ついて陳述しなければならない。」と規定する。シュテュルナーは、本項に

おける陳述義務を、証明責任を負わない当事者による事実関係解明への協力

について法的にルール化された例として位置づけている25。すなわち、証明

責任を負わない当事者は、証明責任を負う当事者から主張された事実につい

て単純否認することはできず、むしろ主張された事実関係の解明のために、

証明責任を負う当事者に自己の知っていることを自由に使わせなければなら

ないという。証明責任を負わない当事者が陳述義務を拒む場合は、サンクショ

ンとして、裁判官の心証が証明責任を負わない当事者にとって不利に形成さ

れる。そして、単純否認が許されるのは、証明責任を負わない当事者が事実

関係について何も知らない場合に限られる（ZPO138条4項）。

次に、ZPO372条 a は、血統確認の検査についての規定である。職権探知

主義の手続において、証明責任を負わない当事者も身体検査に召喚され、事

実関係の解明について協力を強いられる場合がある。このような強制力を伴

う協力義務は、民事訴訟法の体系において例外的な規定である。シュテュル

ナーは、本条も法定された事案解明義務の一形態として捉えている26。

そして、ZPO422条、同423条は、ともに文書提出義務についての規定であ

る。提出義務のある文書は、民法上の規定により引渡しまたは提出しなけれ

ばならない文書（ZPO422条）、および相手方当事者が自ら立証のために引用

した文書（ZPO423条）である。シュテュルナーは、これら文書提出義務の
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規定についても、事案解明義務の法的に整えられた例として位置づけている27。

ただし、シュテュルナーは、ZPO が文書提出義務を実体法上義務づけられ

た文書に制限し、一般的な文書提出義務を否定していることについて批判的

である。

⑵ 法定の事案解明義務の問題点

シュテュルナーは、法定の事案解明義務について二つの問題点を指摘して

いる28。第一に、法定の事案解明義務の規定は、解明を求める当事者（証明

責任を負う当事者）の主張具体化責任について言及していないという点であ

る。すなわち、解明を求める当事者が自らの主張について何ら具体化するこ

となく相手方に事案解明義務を要求しうるとすれば、相手方当事者に過度の

負担を強いることになり、公平さを欠くことになる。それゆえ、事案解明義

務の前提として、解明を求める当事者が自己の主張を具体化することが必要

不可欠であるという。

第二の問題点として、法定の事案解明義務は隙間だらけであるという。す

なわち、ZPO の立法者は、証明責任を負わない当事者の一般的で包括的な

事案解明義務および協力義務を創出することを怠っているのである。例えば、

知られていない事実関係あるいは証拠方法についての訴訟上の情報提供義務、

検証対象の提示義務といったものは明文化されていない29。

2 一般的事案解明義務

⑴ 訴訟法からのアプローチ（実体法からの峻別）

ドイツでは、事実関係を解明するための手段として実体法上の情報請求権

が発達している。例えば、BGB809条（物の閲覧請求権）、同810条（文書の

閲覧請求権）などがあり、さらに、BGB242条における信義則を根拠として

多くの情報請求権が認められている。シュテュルナーは、これらの実体法上
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の情報請求権は訴訟における事実関係解明の際に不十分であると批判し、訴

訟法上の事案解明義務（特に一般的事案解明義務）の必要性を主張する30。

すなわち、実体法上の情報請求権は、実体法に根拠をおくがゆえに、訴訟中

に現れるあらゆる問題に対応しているわけではない。例えば、身体検査受忍

のための実体法上の義務、あるいは証人を守秘義務から解放するための実体

法上の義務というものは想像しにくい。このように、実体法上の情報請求権

は、訴訟の場面で適用しようとすると非常に中途半端なものとなる。

また、訴訟前の利害状況と訴訟中の利害状況が異なっていることも考慮さ

れねばならない。訴訟中においては、原告の主張が正当か否かについての最

終的な判断が重要である。一方、訴訟前においては、事実関係の解明に最終

的な重要さはなく、単に将来における訴訟の準備の役に立つにすぎない。そ

れゆえ、訴訟上の事案解明義務は、実体法上の情報請求権よりも包括的で広

範囲なものである。つまり、訴訟上の事案解明義務は、訴訟前および訴訟中

という異なった利害状況をともに包摂するものといえる。

総じて、個々の手続における事案解明が全体の事案解明に繋がる可能性が

あるならば、この可能性は存分に利用されるべきである。そのためには実体

法上の情報請求権では迂遠であり、それゆえ、実体法に依存しない固有の訴

訟上の事案解明義務が必要となるのである。

⑵ 一般的事案解明義務の内容

一般的事案解明義務は、事案の類型を問わず、幅広い適用範囲をもつ。ま

た、一般的事案解明義務は、事実陳述義務・証拠提出義務をはじめとして、

検証（土地の検査、身体の検査等）受忍義務、訴訟前の証拠保全義務31をも

含む包括的なものである。このように、シュテュルナーは、ZPO に規定さ

れている個別の事案解明義務の規定を、一般的事案解明義務の現れとして捉

えている。そして、事案解明義務についての法の間隙を、現行の規定の解釈
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によって埋めることが可能であるとする。以下では、一般的事案解明義務の

内容（根拠、要件、効果等）について概観する。

①一般的事案解明義務の根拠

一般的事案解明義務は、証明責任を負わない当事者に事実主張および証拠

提出を求める強力な義務であるから、当然しかるべき根拠が必要となる。シュ

テュルナーは、ドイツにおける憲法である連邦共和国基本法を一般的事案解

明義務の根拠としている。すなわち、基本法が真実発見による国民の権利保

護のための手続を保障していることは、一般的事案解明義務の問題を考える

にあたって決して無関係なものとはなりえず、むしろ基本法は事案解明義務

に親和的な影響をもたらすのである32。基本法は国民の権利保護のために司

法請求権を保障しており、それによって国民は自己の権利を守るために司法

を利用できることは疑うべくもないが、重要なのは、基本法上の司法による

権利保護の保障が、真実発見を求める権利までをも含むのかどうかという点

である。この点についてシュテュルナーは、基本法103条1項を挙げて、基

本法は真実発見を求める権利を保障しているとする。基本法103条1項は、「裁

判所においては、何人も法的審尋を請求する権利を有する」と規定しており、

国民に審尋請求権を保障する規定である。103条1項は、真実発見および権

利実現のために協力を求める権利を保障していると理解される。また、連邦

憲法裁判所も、法治国家における訴訟手続の充実という点から、徹底的な真

実発見の重要性を強調している。

さらにシュテュルナーは、民事訴訟法の目的も一般的事案解明義務の根拠

として挙げている。すなわち、基本法の保障する真実発見による個人の権利

保護は、民事訴訟の目的に他ならず、その目的を達成するためには証明責任

を負わない当事者の事案解明義務が不可欠であるという。

②一般的事案解明義務の要件

証明責任を負わない当事者に一般的事案解明義務を課すための要件は、証
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明責任を負う当事者が自己の主張について具体化（Substantiierung）する

ことである33。すなわち、証明責任を負う当事者が相手方に事案解明を求め

るならば、まず自己の権利主張が納得しうるものであることを示し、自己の

権利主張に合理的な基礎があることを明らかにする手がかり（Anhaltspunkt）

を示さなければならない。つまり、証明責任を負う当事者が、自己の権利主

張について何ら具体的な手がかりを示すことなく相手方に事案解明を求める

ことは、当事者間の公平の観点から妥当ではないからである。それゆえ、事

案解明義務という強力な義務を相手方当事者に課すためには、解明を求める

当事者にも一定の行為、すなわち主張の具体化が要求されるのである。

ただ、ここで問題となるのは、要求される具体化の程度である。すなわち、

事案解明を求める当事者の主張はどの程度まで具体化されればよいのか、ま

た、いかなる場合であれば具体化の要求は縮減されるのかということが問題

となる。この問題について、シュテュルナーは次のように答えている。証明

責任を負う当事者が事実関係について不知である場合には、詳細な事実が提

出される必要はなく、一般的な権利主張についての推定の基礎としての「手

がかり」を提示することで十分である。反対に、確たる根拠もなくでっち上

げられた事実を主張するのでは不十分である。

また、主張の具体化を要件とすることには、事案解明義務の濫用を防止す

るという意味もある。つまり、事案解明を求める当事者に主張の具体化すな

わち「手がかり」を提示させることにより、解明を求める当事者が自身では

何もせずに相手方から情報を得るといったような、事案解明義務の濫用的な

利用を防いでいるのである。

③一般的事案解明義務の効果

事案解明義務の効果34とは、証明責任を負わない当事者が事実関係の解明

への協力を拒否した場合（事案解明義務違反の場合）の効果である。ZPO

138条等の法定の事案解明義務に違反した場合の効果について、判例・通説
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は、裁判官の自由な証拠評価に委ねるとしている。しかし、シュテュルナー

は、義務違反の法的評価と自由な証拠評価を区別しない判例・通説の立場を

批判し、義務違反に対する制裁という面を強調すべきであるとする。また、

事案解明義務違反の効果を証明責任の転換とする説もあるが、シュテュル

ナーはこの説に対しても、証明責任の転換は違反者への制裁としてはあまり

にも酷であるとして批判する。

それゆえ、シュテュルナーは、解明義務の違反者にとって不利な事実の真

実擬制を、義務違反の効果とする。なぜなら、解明義務違反によって事実関

係の解明がなされなかったのであれば、解明されなかったことの代償が当然

に必要となるわけであり、その代償が違反者に対する制裁なのである。この

意味において、違反者にとって不利な事実の真実擬制（換言すれば、解明を

求める当事者にとって有利な事実の真実擬制）が最も妥当な効果であるとい

える。ただし、その擬制は反証によって覆すことが可能である。

また、証明責任を負わない当事者が事実を知っているか、あるいは証拠方

法を隠しているか不明確な場合には、事案解明義務違反の存否について証拠

調べが行われる。ただし、事案解明できないことについて当事者に帰責性が

ない場合には、制裁が課されることはない。

3 訴訟上の事案解明義務理論に対する学説の反応

⑴ 訴訟上の事案解明義務に肯定的な見解

訴訟上の事案解明義務を支持する論者として、シュロッサー（Schlosser）35

は、ドイツ法では実体法上の情報請求権36（事案解明請求権）が多く認めら

れているのに対し、訴訟法上の事案解明義務の規定があまりにも少ないと指

摘する。そのうえで、実体法上の情報請求権を次のように批判する。すなわ

ち、実体法上の情報請求権は、当事者間に特定の法的関係（契約関係など）

がある場合に限られており、柔軟性を欠いている。また、多くの情報請求権
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の根拠とされている BGB242条の信義則の規定にしても、被請求権者の陳述

のみを情報源とするにとどまり、証拠の提出まで要求することはできず、有

効性に欠けている。シュロッサーは、このように実体法上の情報請求権には

限界があるとして、訴訟法上の事案解明義務による補充が必要であると主張

する。すなわち、事案解明義務を一般的かつ原則的な法理として認めるべき

であるとする。

また、シュタートラー（Stadler）は、当事者の協力義務として事案解明

義務を捉えている37。そこでは、証明妨害を例にあげて、判例が法律上の規

定を超えて、場合によっては相手方のために事実関係の解明に貢献すること

を義務づけていると指摘する。すなわち、検証の目的物を提出すること、土

地の検分を許容すること、銀行あるいは医師を職務上の守秘義務から解放す

るといったことを拒否する場合は、ZPO427条、444条あるいは信義則によっ

て、証明を妨害した当事者にとって否定的な証拠評価がなされるか、証明責

任の転換がなされる。これらの訴訟上の制裁によって、判例は当事者の協力

義務を想定しているという。というのも、証明妨害に対する制裁は、当事者

が訴訟において受身でいる権利はないということを前提としているからであ

る。したがって、シュタートラーは、訴訟法上に証明責任を負わない当事者

の広範な協力義務が存在すると主張し、この協力義務はシュテュルナーの一

般的事案解明義務説によって基礎づけられるという。

シュタートラーは、事案解明義務と証明責任の関係、および事案解明義務

と弁論主義の関係について次のように述べている。事案解明義務は事案解明

のリスクを負う当事者の証明の負担を軽減するが、客観的証明責任の機能す

る余地を無くすわけではない。換言すれば、徹底的に事案解明がなされたと

してもノン・リケットとなるリスクは残されている。また、よりいっそう強

力な証明責任を負わない当事者の事案解明によってノン・リケット判決が回

避されうる場合に、以上のことは証明責任分配の基礎をなしている実体法上
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の公平感情に矛盾しないであろう。また、広範な事案解明義務は、弁論主義

とも調和しうるのであり、一部で危惧されているような裁判官による事実の

探知（Inquisition）を自動的にもたらすものではない。というのも、弁論主

義の下においても、当事者は真実発見のために協力を促されるからである。

その協力とは、証明責任の割当て、あるいは純粋な訴訟上の義務に基づくも

のである。

また、ペータース（Peters）も協力義務の観点から事案解明義務説を支持

している38。すなわち、当事者の一般的な訴訟上の協力義務の根拠は、ZPO

138条1項・2項、同327条 a、同423条、同445条等に求められ、協力義務は

これらの規定からの類推によって導かれるとしている。ペータースは協力義

務と弁論主義の関係、協力義務と証明責任の関係について次のように指摘し

ている。すなわち、多くの論者が、明確に規範化された個々の協力義務が存

在するにもかかわらず、証明責任を負う者のみが自己に有利な主張および証

明をする義務があると誤解しているという。つまり、実際は、協力義務は訴

訟経過を様々な方法で貫徹しており、証明責任を負わない当事者にも事実主

張および証拠提出の義務が生じうるという。

具体的には、事実主張のレベルにおいて、証明責任を負わない当事者が協

力するのであれば、陳述が十分な具体化を欠くために失敗に終わるという訴

訟の数は減少することになる。また、証明のレベルにおいても、証明責任を

負わない当事者の応訴が協力義務に適ったものであれば、証明責任を負う当

事者の主張を完全なものにして、かつ争う余地のないものにしうるというこ

とが期待できる。反論がなされた主張については証拠調べをすることになり、

証拠調べにおける相手方の協力義務は、手元にある証拠方法を自由に利用さ

せるというものである。それによってノン・リケット判決の数は減少する。

相手方が協力を拒否した場合には、ZPO286条1項に応じた評価がなされる。

その限りでは証明責任を負う当事者は主観的証明責任から解放されるのであ
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る。しかし、その他の場合では、換言すれば原則としては、主観的証明責任

は存続する。また、客観的証明責任については何ら変更するものではない。

それゆえ、主張責任および証明責任が一般的な訴訟上の協力義務によって変

更されると評価すべきではないという。

以上のように、事案解明義務＝協力義務は弁論主義ならびに客観的証明責

任に変更を加えるものではないというのがシュタートラーおよびペータース

の見解であり、シュテュルナー説と共通している。総じて、訴訟上の事案解

明義務＝協力義務を認める学説は、証明責任を負わない当事者は訴訟におい

て完全な受身で良いのかという点から出発しており、いずれの当事者も傍観

者となることは許されず、事実関係の解明に協力する義務を負うという点に

帰結している。

⑵ 訴訟上の事案解明義務に否定的な見解

ドイツの学説において、事案解明義務は、主に実体法の情報請求権との関

係、および証明責任との関係という観点から批判されている。端的に言えば、

前者は、実体法の情報請求権がある以上、あえて訴訟上の事案解明義務を認

める必要はないという批判であり、後者は、証明責任を負わない当事者に主

張・立証を要求する事案解明義務は、規範説による証明責任分配に影響を与

えるのではないかという批判である。

では、まず実体法の情報請求権の観点から批判を加えている見解について

概観する。実体法を重視する立場から、訴訟上の事案解明義務について全面

的な批判を展開しているのがアーレンス（Arens）である39。アーレンスは、

まず、真実発見の要請を事案解明義務の根拠とすることに疑問を投げかける。

すなわち、真実発見の要請は弁論主義と緊張関係に立つものであるから、真

実発見のみを訴訟の目的とすることは、弁論主義の理念である「当事者によ

る訴訟追行」に制限を加えることになるからである。
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また、アーレンスは事案解明義務の要件および効果についても問題点を指

摘する40。まず要件について、事案解明義務の成立のためには、証明責任を

負う当事者の権利主張が合理的な基礎を有することを示す「手がかり」を要

求されるが、合理的な基礎を有するか否かについての判断は非常に困難であ

るという。例えば、ある契約違反があったことを手がかりに他の契約違反を

推論できるかどうか、ある違法な行為があったことを手がかりに他の違法な

行為が推論できるかどうかは、極めて微妙な問題であり、容易に判断するこ

とはできない。すなわち、いかなる事案においていかなる「手がかり」を示

せば主張に合理的基礎があるといえるのか、ということについて明確な類型

と準則を立てることは不可能であるという。それゆえ、要件に不明確さが残

る以上、結局はすべて裁判官の裁量に委ねられることになる。

次に、アーレンスは事案解明義務違反の効果について、相手方当事者が事

案解明義務を果たしたかどうかについての判断は極めて困難であると指摘す

る。例えば、相手方当事者が故意に（真実を知っているにもかかわらず）虚

偽の陳述をしたり、部分的に沈黙したり、あるいは十分に調査をしなかった

ような場合、それらの事情は解明義務者自身にしか知り得ない主観的事情で

あるため、義務違反の有無について客観的に判断することは不可能である。

ゆえに、効果についても裁判官の裁量に委ねざるをえない。

アーレンスは以上のことから、事案解明義務は裁判官の裁量に依るところ

が大きいため、裁判所の地位と権能を極端に強化し、当事者権（Parteirechte）

を不当に害することになると結論づけている。しかしながら、思うに、事案

解明義務の目的は、当事者を解明困難な状況から救済することであるから、

むしろ事案解明義務は弁論主義ないし当事者権を補充する役割を持つもので

あり、当事者権を害することにはつながらないと解する。裁判官の裁量に依

る部分が多いという点についても、自由心証主義の下では多かれ少なかれ裁

判官の裁量に依ることになるため、アーレンスが事案解明義務の要件・効果
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について指摘する問題は許容の範囲内であろう。

そして、アーレンスは、シュテュルナーのいう事案解明が必要とされる場

合においては、訴訟上の事案解明義務を持ち出すまでもなく、実体法上の情

報請求権によって解決できるという。すなわち、BGB242条の信義則の規定

を根拠として、当事者間に特別な法的関係がある場合には、権利者は義務者

に対して情報の提供を求めることができる。そのための要件は、権利者は自

己の権利の存在と範囲について解明することが困難であるのに対し、義務者

は容易に情報を与えることができ、かつ義務者に情報提供の期待可能性があ

ること、というものである。そして、義務者が情報提供を行わない場合は、

情報提供義務違反の効果として、義務者にとって不利な証拠評価あるいは証

明責任の転換がなされる41。

また、ライポルドも、当事者の情報提供義務の根拠を実体法に求める立場

から、訴訟上の事案解明義務について次のように否定的な見解を述べている42。

すなわち、シュテュルナーが事案解明義務の条文上の根拠とする ZPO138条

2項の陳述義務について、自己に不利な事実までをも開示しなければならな

いという意味での事案解明義務を、ZPO138条2項から導き出すことはでき

ない。一方の当事者が相手方に情報提供を求めうるかどうかは実体法の問題

であり、訴訟上の一般的事案解明義務を正当化することはできない。

ライポルドはこのように事案解明義務を批判するが、訴訟上の一般的事案

解明義務を否定しても、主張責任・証明責任の評価の際に、当事者の事実・

証拠への近さや情報獲得の可能性を考慮することを排除されるわけではない

という43。すなわち、裁判官の自由心証の枠内においても、訴訟前と訴訟中

の当事者の行為が考慮されうるのであり、証明責任を負う当事者の事実主張

の際に、相手方は二次的主張責任として、一定の要件の元で反対主張につい

て詳細に具体化することを要求されるというのである。

次に、証明責任の観点から、事案解明義務が規範説による証明責任分配に
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影響を与えるという批判も存在する44。すなわち、証明責任を負わない当事

者によって事案解明義務が果たされた場合、もはや真偽不明の状態にはなり

えず、証明責任の機能する余地がなくなるという。そして、事案解明義務の

影響は客観的証明責任だけにとどまらず、主観的証明責任にも及ぶとする。

すなわち、事案解明義務を認めると、客観的証明責任とパラレルに存在する

はずの主観的証明責任が、証明責任を負う当事者から切り離されるというの

である。

しかし、事案解明義務が果たされてもなお真偽不明である場合には、証明

責任によって判決がなされることになるため、証明責任の機能する余地がな

くなることにはならない。また、主観的証明責任が証明責任を負う当事者か

ら分離されるという指摘は正しいが、事案解明義務は規範説による証明責任

分配の枠内で作用するものであり、客観的証明責任そのものは動かないので

あるから、特に問題は生じないと解する。

⑶ 小括

ドイツにおいて、訴訟上の一般的事案解明義務理論は以前から注目を集め

ていたが、まだ一般に承認されるには至っていない。やはり、実体法上の情

報請求権との棲み分けの問題や、証明責任を負わない当事者にも事実主張お

よび証拠提出の義務を負わせることへの抵抗感が、事案解明義務の浸透を妨

げている理由であろう。しかし、そのような事案解明義務を取り巻く状況に

変化が生じ始めている。すなわち、1991年4月1日施行の司法簡素化法によっ

て、証拠保全手続が拡張され、訴訟前・訴訟外において「保全目的」以外の

証拠開示的機能を有する独立証拠手続が導入されたことにより、訴訟前・訴

訟外における事案解明が一気に促進されることとなったのである45。この独

立証拠手続は、実体法に依存せずに訴訟前・訴訟外における証拠収集・証拠

開示を可能とするものであるから、訴訟前にも適用しうる事案解明義務の理
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念と合致するものであるといえよう。それゆえ、実体法だけが訴訟外の義務

を創出できるとする立場からの、訴訟上の義務たる事案解明義務は訴訟外・

訴訟前において想定しえないという批判は、もはや成り立たなくなっている46。

したがって、規範説や、実体法と訴訟法の峻別といった永年の伝統を変容

させる性質をもつ事案解明義務に対する抵抗感が、まだドイツ学説において

根強いものの、独立証拠手続の導入は事案解明義務の理念に通じるものがあ

るといえよう。

4 判例の状況

ドイツの判例実務では、事実関係の解明に際して実体法上の情報請求権が

幅広く認められているため、訴訟上の一般的事案解明義務は承認されていな

い。そのような状況下で、BGH が訴訟上の一般的事案解明義務を明確に否

定した事例が、【BGH1990年6月11日判決（NJW1990，3151）】47である。事

実の概要は以下の通りである。

Ｘら（原告・控訴人・被上告人）は、共同相続人であり、合名会社社員で

あった被相続人Ａの権利承継人である。Ｙは合名会社に入社した新社員であ

り、Ｙの入社後、Ａは破産し、破産手続が開始された。Ｙは、破産管財人と

の間で破産財団へ持分を払い戻す一方、破産管財人がＡの合名会社からの退

社を承認宣言するという契約を破産管財人と締結した。Ｙは、実質上、単独

で合名会社の業務執行を継続した。

Ｘらは、忠実義務違反を根拠として、Ｙの他会社への利益移転によって生

じた損害の賠償を請求した。第一審はＸらの請求を棄却。原審は利益移転に

ついてＹに事案解明義務を課し、Ｙがそれを果たさなかったため、Ｘらの請

求を認容した。Ｙは上告。

BGH は以下のように判示して、原判決破棄・差戻しとした。

「控訴審は、損害賠償請求の理由および金額について、次のように評価し
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ている。確かにＸらは、詳細に申し立てている主張を証明しうる具体的な事

実を陳述できなかった。しかし、Ｘらは具体的かつ重大なＹの会社利益移転

の事実の存在可能性を、蓋然性のある状況証拠と手がかりによって証明した。

この主張具体化の補充によって、Ｘらは主張責任を十分に果たした。本件の

ような事案は、請求権者が重要な事実の知識を有していないため、広範囲に

わたって主張具体化の事実を陳述する枠の外にいる典型例だからである。こ

のような事例で、被告に事案解明義務が期待できる場合、訴えを提起した当

事者の主張具体化義務（Substantiierungspflicht）は、被告の事案解明義務

の強化によって軽減される。しかし、Ｙは期待された事案解明義務を果たさ

なかった。」

「控訴審は、訴訟上の一般的事案解明義務学説に基づいている。最近、こ

の学説はシュテュルナーによって広く議論された。しかし、この学説は支持

できない。民事訴訟で真実発見が本質的に重要だということは、当事者が真

実発見に奉仕する行為を一般的に義務づけられるということではない。真実

発見義務も、法治国家原則も、立法者が民事裁判を弁論主義の下に置くこと

を妨げることはできず、必要な事実主張や証拠方法を決めるのは、第一に当

事者に委ねられている。その上に民事訴訟では主張責任や証明責任の法則が

成り立っている。一方当事者が相手方当事者に対して情報、収支決算書、資

料の引渡等の請求権を持つかどうかは実体法上の問題であり、これらの請求

権は条文上に明記されている。

さらに、法律関係の内容次第で、そして信義誠実原則における利益状態の

内容次第で、これらの事案解明義務は正当化される。しかし、一般的な事案

解明義務を実体法は認めていない。そして、この事案解明義務を導入するこ

とも訴訟法の義務ではない。誰も、訴訟の相手方を勝たせるために、資料を

相手方に与える必要はない、という原則に留まる。以上の理由から、控訴審

の訴訟上の一般的解明義務についての判旨は破棄をまぬがれない。
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しかし、特定の場合のみ、第一次的に主張責任・証明責任を負う当事者の

相手方当事者に対して（第二次的な〔sekundäre〕）主張責任を義務づける

ことができる。つまり、主張責任を負う当事者が、事件経過の枠外にあり、

基準となる事実の詳しい知識を持っておらず、他方、相手方当事者はその知

識を持っており、それについて詳しく報告する期待可能性がある場合である。

しかし、このような法的観点から、控訴審は当事者の主張を審理しなかっ

た。」

以上のように、上告審は、控訴審の判断がシュテュルナーの一般的事案解

明義務説に基づいていると指摘したうえで、一般的事案解明義務説は支持で

きないとした48。すなわち、判例実務がシュテュルナーの唱える広範な事案

解明義務理論を採用しないことを明らかにしたのである。本判決は、事案解

明義務の扱いをめぐって混乱していた実務の状況を収束させるものであり、

事例的な意義は非常に大きい。

しかしながら、本判決は、特定の事例については、証明責任を負わない当

事者に第二次的な主張責任を義務づけることができるとしており、一般的事

案解明義務の考え方を完全に否定したわけではないと解される。ただ、シュ

テュルナー説との明確な違いは、BGH の見解が、解明を求める当事者によ

る「手がかり」の提示の要件を必要としない点である。学説においても批判

の多い「手がかり」の要件の不明確さが、BGH がシュテュルナー説を否定

した最大の理由であると解される。しかし、証明責任を負わない当事者によ

る事案解明が必要な場合があるという点については、BGH もシュテュルナー

も共通の認識をもっているといえよう。
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Ⅳ 事案解明義務の適用範囲についての検討

1 問題の所在

わが国では、訴訟における事実関係の解明のための手段として、ドイツの

ような実体法上の情報請求権もなく、訴訟法上の真実義務等の明文規定もな

い（証拠提出に関して文書提出命令の規定があるにとどまる）。そのため、

日本における事案解明義務は、シュテュルナーの主張するような、個別の条

文から離れた一般的な事案解明義務という形での発現が想定されることにな

る。

事案解明義務については、根拠論や要件・効果論をめぐって議論が続いて

いるが、本稿では特に適用範囲について検討を加える。すなわち、シュテュ

ルナーの事案解明義務説は、適用範囲を証拠偏在型の訴訟に限定することな

く、幅広い適用範囲をもつ理論であるのに対して、わが国における事案解明

義務説は、適用範囲を原発訴訟等の証拠偏在型訴訟に限定している。わが国

の事案解明義務説が適用範囲を限定する理由としては、わが国における事案

解明義務は当初、公害訴訟や医療過誤訴訟等のいわゆる現代型訴訟の増加に

ともない、被害者＝原告側の証明困難を軽減する理論として登場したという

経緯があるためである。

しかしながら、事案解明義務の本来の趣旨は、シュテュルナーが主張する

ように、事案の類型を問わず、幅広い適用範囲をもつものであり、事実陳述

義務・証拠提出義務をはじめとして、検証（土地の検査、身体の検査等）受

忍義務、訴訟前の証拠保全義務をも含む包括的なものである。それゆえ、わ

が国においても、事案解明義務の適用範囲を事案類型によって限定する必要

は必ずしもないのではなかろうか。以下では、わが国における事案解明義務

の適用範囲の問題について検討を加える。
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2 事案解明義務との関連を指摘される事例の検討

わが国の判例において明確に事案解明義務を認めたものはいまだ存在しな

いが、事案解明義務を認めたのではないかと指摘される事例はいくつか存在

する。ここでは、それらの事例が事案解明義務を認めているのか検討し、事

案解明義務の適用範囲について検討を加える。

⑴ 【最一小判平成4年10月29日民集46巻7号1174頁】（伊方原発訴訟）

まず、著名な事件であるため、事案の概要については簡潔に確認しておく。

Ａ電力株式会社は、愛媛県宇和島郡伊方町に原子力発電所（伊方原子力発電

所）の建設を予定しており、核原料物質、核燃料物質および原子炉の規制に

関する法律（以下、「規制法」という）23条1項49に基づいて、内閣総理大臣

（被告、控訴審から通産大臣が訴訟承継した）に対して原子炉設置許可を申

請した。昭和47年11月28日、内閣総理大臣はＡ電力株式会社に対し原子炉設

置許可処分（本件処分）を行った。これに対し、伊方町および近隣の住民で

あるＸら（原告・控訴人・上告人）が、本件処分の取消を求める行政訴訟を

提起したものが本件訴訟である。

いわゆる原発関係訴訟（設置許可処分取消訴訟、民事の差止訴訟等）にお

いては、本来、原告たる住民側が、原発に安全性に欠ける点のあることを主

張・立証する必要がある。しかし、近時の裁判例においては、本来証明責任

を負わない被告行政庁あるいは被告企業側に、まず安全性について「主張立

証の必要」があると判示されており、実質的に原告側の証明困難の軽減を図っ

たとみられる判断がなされている。

すなわち、原発訴訟における安全審査の対象・基準を示すなど、メルクマー

ルとなった伊方原発訴訟最高裁判決は、証明責任（立証責任）についても触

れており、証明責任は原告側にあるとしつつも、本来証明責任を負わない被

告行政庁側に、まず安全性に欠ける点のないことについて「主張立証の必要」
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があるとし、「主張立証」がなされない場合には、安全性に欠ける点のある

ことが事実上推認されると判示した。

伊方以降の原発訴訟においても、本件のように、証明責任を負わない被告

行政庁あるいは被告企業に、安全性（危険性）について主張立証の必要があ

るとする判断を示したものが数多くみられる。原発訴訟のそのような状況を

受けて、学説において、「主張立証の必要」が証明責任の転換を意味するの

か、その性質をめぐって議論となった。その議論のなかで、当初、伊方判決

の証明責任についての判断は、事案解明義務の理論を適用したものと解する

有力な見解50が主張されるようになった。しかしながら、伊方最判の理解を

めぐっては、「一種の混乱状態がある」51といわれており、いかなる理論が採

用されたのか、現段階では断定が困難である52と指摘されている。

これら一連の原発訴訟においては、主張立証責任はあくまで原告側にあり、

被告行政庁あるいは被告企業側には主張立証責任ではなく「主張立証の必

要」があるとされる。「主張立証の必要」という概念は、主張立証責任とは

明確に区別されるものである。すなわち、「主張立証の必要」とは、訴訟の

進行状況につれて裁判所の心証が不利に傾くことにより、事実上主張立証が

必要となることである。一見すると証明（立証）責任の転換のようにも解さ

れるが、効果として、「被告行政庁が右主張、立証を尽くさない場合には、

被告行政庁がした右判断に不合理な点があることが事実上推認されるものと

いうべきである」（伊方判決）としていることからも証明責任の転換とみる

ことはできない。

また、第2次主張・立証責任とみる立場については、証明責任の分配原則

の観点から賛同できない。すわなち、わが国の判例実務が、証明責任の分配

について法律要件分類説を採用している以上、本来証明責任を負わないはず

の相手方当事者に（第2次的であれ）主張立証責任を課すということは、法

律要件分類説に基づく証明責任分配の原則を崩すことになってしまう。証拠
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偏在型訴訟という例外的な事例における適用であったとしても、行為責任的

な第2次主張・立証責任を認めることは、法律要件分類説に基づく証明責任

分配と相容れない原則を持ち込むことになり、妥当ではないと思われる。証

明困難の軽減は、事案解明義務のように、あくまで法律要件分類説の枠内で

なされるべきである。

それでは、「主張立証の必要」とは、やはり事案解明義務なのか、あるい

は全くの別物なのか。まず最近の議論状況を確認しておきたい。「断定が困

難である」53とされている現状ではあるが、伊方最判の述べる主張立証責任

の分配を前提としつつ、実質的には「狭義の事案解明義務」を認めたもので

あるという理解の余地はあるとする見解54もある。

他方、伊方最判が事案解明義務を認めたものとは言い難いとする見解55も

ある。この見解によれば、伊方最判は、事案解明義務の問題ではなく、あく

まで主張立証責任の問題として考えるべきであるとされる。すなわち、原告

は設置許可処分の違法性の特定のための主張をすればよく、同処分の違法性

の評価根拠事実についての主張立証責任は被告にあると判示したと理解され

るという。加えて、原告が、事案解明義務の要件の一つである「手がかりの

提示」を充足する意味での具体的主張をしているわけではないことも挙げて

いる。

このように、「主張立証の必要」の性質をめぐってはますます議論が錯綜

している状況にあるが、この性質をめぐる議論の中で特に注目すべき点は、

事案解明義務ではないとする学説の多くが、その根拠として、伊方最判が「手

がかり」の要件について何ら触れていないことを挙げている点である56。し

かしながら、「手がかり」要件に触れられていないことが、事案解明義務で

はないとする結論に直結しうるだろうか。すなわち、事案解明義務の要件（①

相手方に事案解明を求める当事者が自己の権利主張について合理的な基礎の

あることを明らかにする手がかりを示すこと、②この当事者が客観的に事案
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解明をなしえない状況にあり、かつ③事案解明できないことにつき非難可能

性がないこと、④相手方が事案解明を容易にでき、事案解明の期待可能性が

あること）を原発訴訟の事例に照らし合わせると、原告は原発についての専

門知識を持たぬ住民であり、他方被告は行政庁や電力会社であるから、②、

③、④の要件を満たすといえる。問題は要件①、すなわち「手がかり」要件

である。

要件①（「手がかり」要件）については触れられているものとそうでない

ものがあるが、原発という高度の危険性を有する施設をめぐる事案であるか

ら、あえて原告に「手がかり」の提示を求める必要がなかったと読み取るこ

ともできるのではないか。すなわち、原発という施設は原子力を扱うもので

ある以上、地震・津波等によって放射能漏れや水素爆発などの事故が発生す

るかもしれないという最高度の危険性を内包しており、潜在的な危険が常に

あると言っても過言ではない。このように、原発が存在している時点ですで

に潜在的危険性があるということであり、それゆえ、わざわざ原発が危険で

あるという「手がかり」を提示する必要はないと判断されたのではないだろ

うか。原発の潜在的危険性は、東日本大震災以前から当然認識されていたわ

けであるから（現在においては、東日本大震災によって、より原発の潜在的

危険性が増すこととなった）、極めて高度の潜在的危険性ゆえに「手がかり」

要件を外したとも理解できよう。

次に、効果面について検討する。すなわち、被告側が「主張立証の必要」

を尽くさなかった場合の効果と、事案解明義務に違反した場合の効果につい

て比較する。一連の原発訴訟では、「被告行政庁がした右判断に不合理な点

があることが事実上推認される」といった効果が示されている。つまり、効

果は「推認」である。事案解明義務では、義務違反の効果は「事実の擬制」

であるが、事案解明義務の効果としての擬制は「反証によって覆すことの可

能な擬制」であることに注意しなければならない。反証可能な擬制とは、実
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質的に推認と同義であるから、効果面においても「主張立証の必要」と事案

解明義務との親和性が見出せる。

最後に、「主張立証の必要」と事案解明義務の根拠レベルにおける親和性

について検討する。すなわち、原発訴訟において「主張立証の必要」という

判断が用いられたのは、証明困難の軽減という目的のためであり、この点に

おいて「主張立証の必要」と事案解明義務は、「著しい証拠偏在型訴訟であ

る原発訴訟において、原告の証明困難を軽減する」という同一の理念を志向

するものであると解される。

そもそも事案解明義務は、明文規定もないうえに、証明責任を負わない当

事者に事実主張・証拠提出を要求する強力な義務であるため、慎重に適用さ

れなければならない。しかし、原発訴訟や医療過誤訴訟、公害訴訟等のいわ

ゆる現代型訴訟においては、当事者間の証拠収集能力に構造的な格差（例え

ば、企業対個人、病院対患者）が存在し、そのうえ原告となる被害者が証明

責任を負うことになるため、原告は著しく証明困難な状況に置かれることと

なる。そこで、民事訴訟法の理念たる当事者平等原則の観点から、原告の証

明困難を軽減し、適正な手続を保障する必要がある。特に原発訴訟では証拠

の偏在が著しいため、事案解明義務の適用により証明困難の軽減を図る必要

があるといえる。

原発訴訟における「主張立証の必要」の判断は、証明困難に陥っている原

告の証明負担を軽減しており、このような判断がなされた根底には、民事訴

訟法の理念たる当事者平等原則の観点があると理解される。それゆえ、「主

張立証の必要」の判断は、根拠のレベルにおいても、事案解明義務と強い親

和性をもつものである。

以上のように、根拠・要件・効果の各面において、「主張立証の必要」と

事案解明義務の間には相当程度の親和性が認められる。したがって、伊方最

判をはじめとする近時の原発訴訟における主張立証についての判断は、いわ
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ゆる春日説のような「狭義の事案解明義務」そのものではないとしても、規

範の要求として相手方に主張立証行為を求めていると解されることから、実

質的に事案解明義務の理論を適用したものと理解しうるのではないかと思わ

れる。

⑵ 【最二小判平成7年1月27日民集49巻1号56頁】（国籍訴訟「アンデレ

ちゃん事件」）

本件の事案の概要は以下の通りである。Ｘ（原告・被控訴人・上告人）の

母Ａは、1991年1月に長野県の病院でＸを出産したが、それ以降の消息は不

明となっている。Ｘの出生届には、母セシリア・ロゼテ、母の生年月日1965

年11月21日という記載があったが、母の本籍欄は無記載であった。出生届に

添付された「孤児養子縁組並びに移民譲渡証明書」と題する書面には、セシ

リア・ロゼテが残留するＸの唯一の親で、この子供の養育が不可能なため、

BC 夫婦とＸとの間で養子縁組を結び、さらにアメリカへの移民にも同意し

た旨が記載されていた。Ｘの出生届は、同病院の医師から国籍無記載のまま

で提出されたが、結局、Ａの外国人出入国記録の記載によるとフィリピン国

籍となっていたため、母子の国籍はフィリピンとして受理された。これに基

づいてＸもフィリピン国籍として外国人登録されたが、その後、無国籍とし

て登録し直され、現在に至っている。

そこでＸは、Ｘが国籍法2条3号の「日本で生まれた場合において、父母

がともに知れないとき」に該当するから、出生時に日本国籍を取得したとし

て、日本国籍を有することの確認を求める訴訟を提起した。第一審はＸの請

求認容、控訴審では一審判決が覆されてＸの請求が棄却されたため、Ｘは上

告した。

最高裁は、「法二条三号の『父母がともに知れないとき』という要件に当

たる事実が存在することの立証責任は、国籍の取得を主張する者が負うと解
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するのが相当であるが、出生時の状況等その者の父母に関する諸般の事情に

より、社会通念上、父及び母がだれであるかを特定することができないと判

断される状況にあることを立証すれば、『父母がともに知れない』という要

件に当たると一応認定できるものと解すべきである。そして、右1に述べた

とおり、ある者が父又は母である可能性は高いが、なおこれを特定するには

至らないときも、法二条三号の要件に当たると解すべきであることからする

と、国籍の取得を争う者が、反証によって、ある者がその子の父又は母であ

る可能性が高いことをうかがわせる事情が存在することを立証しただけで、

その者がその子の父又は母であると特定するには至らない場合には、なお右

認定を覆すことはできないものというべきである」と判示した。

本件も前述の伊方原発訴訟最高裁判決と同様に、判断構造の理解が難しい

事例である。被告である国側に具体的事実陳述＝証拠提出義務を課したもの

と理解する見解57や、父または母の特定についての主張立証責任を国に課し

た上で、出生時の状況についての一定の主張立証を原告に課したものと理解

する見解58などがある。また、原告は、自己が主張立証責任をもつ「父母が

ともに知れないとき」という評価的要件の根拠事実を主張したものであり、

事案解明義務の要件である「手がかり」の提示という意味での主張立証では

ないとする見解59もある。したがって、やはり本件の判断は、通常の証明責

任の枠内で処理されたものと考えられるため、事案解明義務が適用されたと

みるのは困難であると解される。

⑶ 【岐阜地判平成6年7月20日判タ861号49頁】（長良川河口堰建設差止

訴訟）

伊方以降の原発訴訟において示されてきた「主張立証の必要」の判断を、

初めて原発以外の施設建設差止めに応用した注目すべき事例が本件である60。

下級審判決であるが、珍しいケースであるため紹介する。本件は、長良川流
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域の住民であるＸら（原告）が、長良川河口堰が建設された場合、長良川の

堤防が決壊してＸらに財産的・身体的な被害が生じ、また、長良川の自然環

境が侵害されると主張して、建設の事業主体であるＹ（水資源開発公団、被

告）を相手に、財産権、人格権ないし環境権に基づき、本件堰の建設差止め

を求める訴えを提起した事案である。

本判決は、まず、本件訴訟が科学裁判の性質を有していることから、本件

堰の安全性については科学的、専門技術的知見に基づく合理的な判断がなさ

れなければならないとしたうえで、本件堰の安全性に関する資料をＹ側が保

持していることを考慮すると、公平の観点から、まずＹが、安全性に欠ける

点がないこと（Ｘらの主張の危険ないし被害発生のおそれが存在しないこと、

これらが存在する場合には、これらを防止するための対策が実施されている

こと）を相当の根拠および資料に基づき立証する必要があると判示した61。

そして、Ｙが本件堰の安全性について必要とされる立証を尽くさない場合

には、本件堰には安全性に欠ける点のあることが事実上推定され、また、Ｙ

が本件堰の安全性について必要とされる立証を尽くした場合には、安全性に

欠ける点があることについての事実上の推定が破れ、Ｘらにおいて、安全性

に欠ける点があることについて更に立証をしなければならないと判示した。

潜在的な危険性という点では、河口堰は原発よりも遥かに小さいが、裁判

所は本件が科学的・専門技術的な内容をもつ「科学裁判」であることを考慮

し、被告側に河口堰の安全性について主張立証する必要があるとした62。本

判決は、原発訴訟に限らず、科学的・専門技術的な内容をもつ証拠偏在型の

訴訟であれば、伊方最判において示された「主張立証の必要」の判断を応用

しうることを示唆したといえる。

⑷ 【名古屋高金沢支判平成20年2月4日（最高裁ホームページ登載）】

本件も判例ではなく高裁レベルのものであるが、事案解明義務との関連が
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指摘される事例である。まず事案の概要は以下の通りである。

本件は、金沢市の住民であるＸ（原告・控訴人）が、金沢市から金沢市議

会の2会派に交付された政務調査費のうち会議費の項目で食料費及び食糧費

として支出された部分は、条例で定められた使途基準に違反するから金沢市

に返還されるべきであるとして、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、

金沢市の執行機関であるＹ（被告・被控訴人）に対し、不当利得返還請求権

に基づき、自由民主党金沢・市民会議（以下「市民会議」という。）に対し

ては利得金1346万9819円及びこれに対する平成17年6月24日（訴状送達の日

の翌日）から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を、か

なざわ議員会（以下「議員会」という。）に対しては利得金642万1506円及び

これに対する上記同日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延

損害金を、それぞれ金沢市に対し支払うよう請求することの義務付けを求め

た住民訴訟の控訴審である。

本判決は、「民事訴訟法224条1項、3項の立法趣旨を斟酌すると、本件に

おいては、控訴人が、本件各支出中の飲食代金部分について、一定の客観的

根拠に基づいて相応の合理性がある主張・立証をした場合には、被控訴人（又

は本件両会派）において、的確な反論・反証を提出しない限り、上記主張・

立証額をもって、本件各支出中飲食代金に充てられた部分であると認めるの

が相当である」として、「控訴人は、前記第2の3⑶《控訴人の主張》ア（カ）

において、本件収支報告書（甲3）における平成15年度政務調査費中の会議

費の記載と、本件各支出中飲食代金部分は違法な支出であると判示した原判

決後に提出された平成18年度政務調査費の収支報告書（乙32、33）中の会議

費の記載とに基づき、両者の対比から、本件各支出中、違法な食料費・食糧

費部分は、市民会議が1172万6878円であり、議員会が370万2465円であった

ものと推認できる旨主張している。

控訴人の上記主張は、本件両会派の提出した本件収支報告書及び平成18年
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度政務調査費収支報告書という客観的資料に基づく推定計算（差額計算）で

あり、前記⑵に説示したところも考慮すると、上記推定計算方法には相応の

合理性があるものということができるところ、被控訴人は、これに対する反

論・反証を提出せず、提出の意思も示していない（なお、前記のとおり、本

件両会派は、本件各支出中飲食代金部分の金額等に関する控訴人の主張・立

証に対して反論・反証等を提出する姿勢は一切示していない。）から、上記

各金額をもって、本件各支出中飲食代金に充てられた部分であると認めるの

が相当である」と判示した。

本判決の判断によると、民事訴訟法224条1項、3項の趣旨にのっとり、「一

定の客観的根拠に基づいて相応の合理性がある主張・立証をした場合には、

被控訴人（又は本件両会派）において、的確な反論・反証を提出しない限り、

上記主張・立証額をもって、本件各支出中飲食代金に充てられた部分である

と認めるのが相当」と判示しており、Ｙに事案解明義務を課して、Ｘ主張の

損害の発生を認定したものと理解しうる63。「一定の客観的根拠に基づいて相

応の合理性がある主張・立証をした場合」という点で事案解明義務の「手が

かり提示」の要件を満たしており、他の要件にも当てはまるケースであり、

事案解明義務を実質的に認めたといいうると解される。

⑸ 小括

以上のように、学説においては活発に議論がなされているものの、わが国

の判例においては明確に事案解明義務を認めたものはいまだ存在しない。し

かし、上述の⑴判決や、下級審ではあるが⑶判決、⑷判決のように、実質的

に事案解明義務を認めたと解しうる事例も存在する。いまや、自分に不利な

情報は絶対に提出しないという発想は極めて時代遅れのものとなっているの

だから、事案解明義務を実効性ある理論とするために、事案解明義務につい

ての判例の集積が待たれるところである。
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3 事案解明義務の適用範囲についての検討

さて、それでは事案解明義務の適用範囲について、どのように理解するべ

きであろうか。私見は、手続的正義64の観点から、適用範囲を限定する必要

はないのではないかと考える。そもそも、証明責任は、要件事実について存

否不明の場合に判決を示すためのものであり、訴訟追行過程における当事者

の行為を規律するものではない。それゆえ、事案解明義務を適用せず、証明

責任のみによる裁判では、訴訟追行過程において、各当事者が何をすべきか

という行為責任65の公平な分配を行うことができず、十分な手続保障が果た

されない66。そこで、事案解明義務を導入することによって、証明責任の分

配原則を維持しつつ、訴訟追行過程における当事者の手続保障を実現するこ

とが必要となる。すなわち、事案解明義務を適用することによって、各当事

者がいかなる事実を主張し、いかなる証拠を提出すべきかが明らかとなり、

行為責任の公平な分配が可能となる。このように、事案解明義務が行為規範

的な性質を有していることを考慮すれば、適用範囲を訴訟類型ごとに限定す

べきではない。

ただし、ここでいう適用範囲を限定しないということは、決して事案解明

義務を無制限に拡張するということではない。あらゆる場面で事案解明義務

を適用できるとすると、一方の当事者（証明責任を負う当事者）に不当に肩

入れすることになり、かえって当事者間の平等を損ねるおそれがある。思う

に、事案解明義務を考える際に重要なのは、証明責任を負う当事者（事案解

明を求める当事者）と相手方当事者（事案解明義務者）との間のバランス（利

益衡量）である。すなわち、証明困難に陥っている証明責任を負う当事者を

救済しようとして、当事者間の平等を通り越して逆に相手方が不利益を被る

ような事態は、事案解明義務の趣旨ではない。事案解明義務の目的は、あく

まで当事者間の平等、つまり双方五分五分の状態を確保し、適正な手続を実
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現することにある。したがって、事案解明義務の適用に際しては、当事者間

のバランスを十分に考慮する必要がある。

事案解明義務の適用範囲について学説は、原発訴訟に限らず、高度技術社

会に内在する危険（高度な専門技術性ゆえに内在する危険）を原因とする証

拠偏在型の訴訟（公害訴訟、製造物責任訴訟等）であれば、事案解明義務が

適用されるべきであるとする見解67や、高度な専門技術性ゆえに危険が内在

する場合に限らず、信義則を根拠として、税務訴訟等にも適用しうるとする

見解68がある。また、第三者異議訴訟の提起前にも適用しうるとする見解69も

ある。

わが国における学説は、原発訴訟、製造物責任訴訟、医療過誤訴訟といっ

た現代型訴訟への事案解明義務の適用に関して、概ね好意的である。現代型

訴訟においては、被害者救済という要請と、当事者間の証拠収集能力の構造

的な格差（例えば、企業対個人、病院対患者。）の是正という要請がはたら

くため、事案解明義務を適用する必要性が高いといえる。

しかしながら、わが国における事案解明義務の議論は、具体的な主張を立

てることが難しいタイプの訴訟一般に妥当する議論へと至るべきなのに、な

ぜ適用領域や要件が限定されるのかはっきりしないと指摘されている70。

事案解明義務の本来の趣旨を鑑みれば、ドイツのシュテュルナーの一般的

事案解明義務のように、適用範囲を限定する必要はないはずである。すなわ

ち、原発訴訟や医療過誤訴訟といった訴訟類型で分ける必要はなく、具体的

主張を立てるのが難しい事案においては事案解明義務を適用すべきと考える。

適用範囲を限定しないと濫用のおそれが懸念されるとの批判があるかもし

れないが、濫用を防ぐために、事案解明義務の要件（①相手方に事案解明を

求める当事者が自己の権利主張について合理的な基礎のあることを明らかに

する手がかりを示すこと、②この当事者が客観的に事案解明をなしえない状

況にあり、かつ③事案解明できないことにつき非難可能性がないこと、④相
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手方が事案解明を容易にでき、事案解明の期待可能性があること）を厳格に

適用することによって、濫用は防止できよう。事案解明義務を用いて証明責

任を負う側が主張立証を相手方に丸投げするような事態になってしまっては

本末転倒であるため、要件の中でも、特に「手がかりの提示」の要件は極め

て重要である。

ドイツでもわが国でも、証明責任の分配をめぐる論争を経て事案解明義務

が登場してきた経緯を考えれば、判例・学説ともに証明責任の分配原則は変

えないままで証明負担軽減を図る方向性で落ち着いてきたわけであるから、

事案の類型に限定されずに事案解明義務を適用可能とすることが、本来の趣

旨に合致すると解する。

Ⅴ おわりに

事案解明義務を論じるときに必ずいわれるのが、なぜ証明責任を負わない

当事者が主張・立証する義務を負わされるのかという批判である。すなわち、

“nemo contra se edere tenetur（何人も自分に不利なものをもたらす義務は

ない）”という伝統的テーゼにより、「いかなる当事者も、相手方に対してそ

の勝訴をもたらすべく相手方が利用することができない資料を入手できるよ

うに世話をする義務はない」ことがドイツの判例において認められており71、

そのことは同様にわが国においても伝統的な理解だったからである。

しかし、証拠開示制度等の拡充により、いまや自分に不利な情報は絶対に

提出しないという発想は極めて時代遅れの感がある。ここまで述べてきたよ

うに、事案解明義務を実効性ある理論とするため、その適用範囲を限定すべ

きではない。ただ、いまだ明確に事案解明義務を適用したと解される事例が

ほとんどないため、今後、事案解明義務についての判例の集積が待たれると

ころである。

なお、事案解明義務をめぐっては根拠論や要件・効果論など様々な論点が
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山積しているが、それらの論点については、今後の検討課題としたい。

※本稿は、平成27年度科学研究費助成事業〈若手研究B〉課題番号15Ｋ16969

の研究成果の一部である。

1 渡辺武文「証明負担の軽減」青山善充・伊藤眞［編］『民事訴訟法の争点［第3版］』（有斐

閣、1998年）214頁。
2 事案解明義務とは、証明責任を負わない当事者の側に証拠が偏在するなどして、証明責任を

負う当事者が証明困難な状況に置かれている場合に、証明責任を負わない側の当事者に事実

関係を解明する義務を課し、証明責任を負う当事者の負担を軽減させるというものである。

証明責任を負わない当事者が事案解明義務に従わない場合は、サンクションとして証明責任

を負う当事者の主張する事実の真実擬制や証明責任の転換がなされる。すなわち、事案解明

義務は、証明責任の分配原則に修正を加えることなく、裁判官の自由心証の枠内で、証明責

任を負う当事者の証明困難を軽減するものである。事案解明義務についての文献として、春

日偉知郎『民事証拠法研究』（有斐閣、1991年）247頁、竹下守夫「伊方原発訴訟最高裁判決

と事案解明義務」木川統一郎博士古稀『民事裁判の充実と促進中巻』（判例タイムズ社、1994

年）1頁、石田穣『証拠法の再構成』（東京大学出版会、1980年）。事案解明義務を現代型訴

訟に限定せず、一般的な事例にも適用できると主張するものとして、右田尭雄「証明責任を

負わない当事者の事案解明義務」実務民事法（日本評論社、1985年）21頁以下。証明責任を

負わない当事者の具体的事実陳述＝証拠提出義務について論じたものとして、松本博之「民

事訴訟における証明責任を負わない当事者の具体的事実陳述＝証拠提出義務について」法曹

時報49巻7号（1997年）1頁。当事者の情報へのアクセスという視点から事案解明義務を論

じたものとして、畑瑞穂「模索的証明・事案解明義務理論」鈴木正裕先生古稀『民事訴訟法

の史的展開』（有斐閣、2002年）607頁。主張過程における当事者の情報提供義務について論

じたものとして、伊東俊明「主張過程における当事者の情報提供義務―「情報独占」の局面

における規律について―」横浜国際経済法学15巻3号（2007年）1頁。提訴前における相手

方の事案解明についての協力義務について論じたものとして、濱﨑録「提訴前手続における

相手方の協力義務に関する一試論」香川法学27巻3・4号（2008年）65頁。事案解明義務の

根拠や適用範囲を再検討するものとして、越山和広「訴訟審理の充実・促進と当事者の行為

義務」民事訴訟雑誌57号（2011年）111頁。要件事実の機能と事案解明義務についての研究

書として、伊藤滋夫〔編〕『要件事実の機能と事案の解明』（日本評論社、2012年）。事案解
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明義務の根拠論について論じたものとして、拙稿「事案解明義務の法的根拠とその適用範囲」

同志社法学58巻7号（2007年）505頁等。なお、後述するシュテュルナーの事案解明義務論

については拙稿でも検討したが、本稿では今一度原点に立ち返って再検討する。
3 なお、ドイツにおける証明責任論の展開については、吉野正三郎『西ドイツ民事訴訟法の現

在』（成文堂、1990年）3頁以下に詳細な検討がなされている。
4 Leo Rosenberg, Die Beweislast，5．Aufl. (1985)．ローゼンベルク（倉田卓次訳）『証明責任論

（全訂版）』（判例タイムズ社、一九八七年）を参照。なお、日本の通説である法律要件分類

説は規範説に基づくものであるが、規範説の要件④（裁判官の実質的考慮の排除）は受け継

いでいない。すなわち、法律要件分類説は、裁判官が事案に応じて証明責任の分配について

実質的考慮を入れることを認めている。
5 Jürgen Prölss, Beweiserleichterungen im Schadensersatzprozeß, (1966), S. 65 ff.
6 Dieter Leipold, Beweislastregeln und gesetzliche Vermutungen (1966), S. 17 ff.
7 Karl Heinz Schwab, Zur Abkehr moderner Beweislastlehren von der Normentheorie, Fest-

shrift für Bruns, (1978), S. 505 ff. シュワープ（石川明訳）「最近の立証責任論が規範説から

乖離した点について」法曹時報30巻4号1頁以下。
8 Hanns Prütting, Gegenwartsprobleme der Beweislast, (1983).
9 Gerhard Reinecke, Die Beweislasteilung im Bürgerlichen Recht und im Arbeitsrecht als

rechtspolitische Regelungsaufgabe, (1976), S. 87 ff.
10 Volker Wahrendorf, Die Prinzipien der Beweislast im Haftungsrecht, (1976), S. 13 ff.
11 BGHZ 72, 132, 136; BGH NJW 1988, 2303, 2304; NJW 1989, 2332.
12 Rolf Stürner, Die Aufklärungspflicht der Parteien des Zivilprozesses (1976). なお、シュテュ

ルナーの事案解明義務論については、次章で詳述する。
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